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はじめに

本稿は，前巻に引き続き，師範学校のf/iIJl支及びカリキュラムの歴史的変遷過程を整理しようと

するものである。前稿では，以下のような構成で， 1872 (明治 5)年の官立師範学校設立以降の

変遷過程を1911 (1明治44)年まで辿った。本稿では，その後，師範学校がi二十1等教育機関から専門

学校程度の高等教育機関として位置づけられる1943(B{j手1]18)年までの過程を辿ることにする。

なお，引用文!j:Jの漢字はすべて新字体で表記する。

CTIIi稿の構成〕

はじめに

1.創設期 C~1880 (明治13)年〕における制度とカリキュラム

2. 整備・確立JOjC 1881 (1明治14) ~1911 (明治44)年〕における制度とカリキュラム

(1) 1881 (1明治14)年「師範学校教員!J大綱 l制定

(2) 1886 (明治19)年「師範学校令」及び「尋常師範学校ノ学科及其程度Jfhlj定

(3) 1892 (明治23)年「尋常師範学校ノ学科及其程度J改正

(4) 1907 (1明治40)年「師範学校規程」及び1910(明治43)年日ifi範学校教授安田」制定

明治末期において全国の師範学校の形態を統一的に規定する法f!iIJl支はほぼ整備され，教育内容

の来日Igi~ にまでI~l家 !'l守統flJlJが及ぶrJ~î範教育制度が締立された。大正期に主つては， rll等教育及び高

等教育の拡充のなかで， nili範教育の改革をめぐる論議が活発に展開され，その改革論議は，最終

的には終戦直前の1943(1昭和18)年の師範学校規程改正による師範学校の専門学校程度への「昇

栴j に結び‘つくことになる。本節では， この I~丹の主要な改革論として臨時教育会議，文政審議会，

教育審議会での論議を整理;しながら， 1931 (1昭和 6)年及び1943(1昭和18)年の師範学校規程改

正の内容について検討していくことにする。
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1.師範教育制度の改革をめぐる諸論議の展開 -臨時教育会議と文政審議会一

臨時教育会議は1917(大正 6)年 3月に内閣直属の諮問機関として設置され，教員養成に関し

ては「師範教育ニ関シ改善ヲ施スモノナキカ若シ之ア J) トセハ其ノ要点、及方法如何j という諮問

に応えて1918(大正 7)年 7月に答申を行っている O(1) 

22項目にわたるこの答申は幅広い内容を含んでいるが，そのうち師範学校の制度あるいは教育

内容に関係する項目は 11 師範教育ニ於テハ教育者タルノ人格ヲ i陶治シ共ノ信念ヲ強回ニシ特

ニ忠君愛国ノ志操ノ極養ニ一層力ヲ致スコト J 12 師範学校予備科ヲ設置シ修業年限 2箇年ノ

高等小学校ノ卒業者ヲ入学セシムルコト但シ之カ設濯ハ教育会等ノ施設ニ依ルヲ得シムルコト j

の2点である。

前者は，従前からsili範教育の基調とされてきた教育者の極養を改めて強言語したものであるO そ

して後者は，修業年限 3 手の高等小学校を入学資格とする当時の制度のなかで，実際には「予

備科ヲ設クル師範学校ハ93校中僅ニ 7校ニ過キス又修業年限 3笛年ノ高等小学校ハ全国ニ於テ其

ノ数甚ダ僅少Jであり，師範学校入学に!謁わる学校制度上の連絡が[極メテ不便ナノレ情態」にあっ

たことを改善しようとしたものだと，答申中の「理由Jに記されている。

同会議はこの他にも幅広い領域にわたる審議を展開し，答申を出しているが，上の答申よりも

以前の1917(大正 6)年12月に出された小学校教育に関する答申の中に，その後の師範教脊1hlJ度

改革をめぐる論議に深く関係する内容が含まれていた。すなわち，師範学校における本科第一部

と本科第二部の位謹づ、けをめぐる問題である O

同答申はこの件について「師範学校ノ教育ハ其ノ第一部ヲ主トシテ第二部モ之ヲ存置スノレコト」

と記している。すなわち，初等教育修了者を入学させる本科第一部を師範学校の本体とし， 11:1等

教育修了者を入学させ短期間の学科諜程を履修させる本科第二部はあくまでも副次的な位躍に置

くべきだとしているのである。

このような記述がここに著されたのは，審議の過程において本科第二部を師範学校の本体とし

て位置づける主張が提起され， これをめぐって議論が展開されたことによる。

単純化すると，本科第一部を本体とする主張は，教員養成は長期間にわたる専門教育によるべ

きもので，高等小学校からの接続関係を円滑にするために修業年限を下に 1ヶ年延長すべきだと

する。これに対して，本科第二部を本体とする主張は，師範学校の卒業者には「自発的教育ノ思

想カラ経営ヲ為シテ行クコトガ乏シイJ<2) などの問題があり，むしろ上に年限を延長すべきであっ

て，それは第二部の充実によってなされるべきだというものである。前者は，従来からの中等教

育段階としての師範学校を継承するもので，後者は中等教育から高等教育段階へと「昇格」を志

向するものであった。

こうした論議が，結局は本科第一部を本体とする従来の制度を継承することに帰結し，予備科

の増設という万針がとられた。答申では「第一部本体第二部存置」の「理由」を次のように記し
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ている。

1(1)国民教育ニ従事スル者ハ第一堅実ナル教育者的精子11Iヲ呉有スルコトヲ婆ス此ノ精神ノ極養ニ欠ク

ル所アリテハ到底適良ナル小学校教員タルコト能ハス而シテ此ノ教育者的精子Ijlヲ養フニハ相当ナル年月

ノ訓練ヲ得ヘキモノニアラス (2)小学児童ヲ教育スノレハ一種専門的ノ業務ニシテ極メテ困難ナル事ニ

属ス，此ノ教育ニ従事スル者ヲ養成スルノ¥一一語ノ専門教育ニシテ小学校ノ各教科目ヲ教授シ得ルノ力ヲ

具有セシムノレト共ニ其ノ人物モ又教育者的ニ之ヲ養成セサルヘカラス，故ニJtノ教育法ハ自ラ中学校ト

相異ラサノレヲ得ス (3)中学校ノ卒業者ニシテ優秀ナル者ノ¥多クハ進ンテ高等ノ学校ニ入学シ師範学校

ニ入学セムトスル者ハ比較的学力ノ劣レル者ナルハ自然ノ勢ナリ行1]モ往々優秀ノ者之ニ入学スルハ其ノ

修業年限短カキカ為ナリ，芝7シ第二部修業年11良ヲ延長セムカ高等ナル専門学校ノ能業年限卜大差ナキニ

笠ルヲ以テ師範学校ニ入学ヲ希望スル者ハ減少スルニ至ノレへシ，此等ノ理由ニ依リ師範学校ノ組織ハ第

一部ヲ主トシ之ヲ本体トシテ将来適良ノ教員ヲ養成セムコトヲ要ス，然、レトモ中学校卒業者ニシテ真二

国民教育ニ従事セムコトヲ欲スルモノハ宜シク其ノ希望ヲ満タシ之ヲシテ教育者タラシムへシ是レ第二

部モ之ヲ存誼スルコトト為スへシトスル所以ナ 1) トス」

この問題は， 1924 (大正13)年4月に設置された文政審議会において再度議論が交わされるこ

とになるO その!乱全国の教育諸国体の賛同で1923(大正12)年 5月に組織された姉範教育改造

向盟が，同年 6月に「道府県師範学校を専門学校の程度とすることjなどを内容とする「師範学

校改造案大綱」を打ち出すなと，師範学校の専門学校程度への「昇格」についての論議が展開さ

れてきていた。(3)

こうしたなかで文政審議会は， 1924 (大正13)年， 1926 (大正15)年， 1930 (昭和 5)年の 3

度にわたって姉範教育に1*1する改革案を諮拘され，審議が交わされた。(1)

このうち最初の答申は次のような内容であった。

1 1.師範学校第一部ノ修業年限ヲ 5 年トシ現f~IJ ノ予備科ハ之ヲ廃止スノレコト

1. sijJ範学校第一部ハ高等小学校第 2学年修了ノ程度ヲ以テ入学資格トスルコト

1.師範学校第二部ノ修業年限ハ男子ニ在リテハ i年，t王子ニ在リテハ 1年又ハ 2年トシ中学校高等

女学校卒業ノ程度ヲ以テ入学資格トスルコト

1. 師範学校ニ修業年限 l年ノ専攻科ヲ醤キ本科卒業者又ハ之ト同等以上ノ学力ヲ有スル者ヲシテ入

学スノレヲ得シムノレコト」

これは基本u'']に臨時教育会議の答申を継承し，第一部を本体としてその下に 1ヶ年延長し，同

時に専攻科の設置によって学力補充の策をとろうとするものであった。しかしながら， ここでも

これに対する反論と，第二部本体論が帝国教育会の沢朝日政太郎らよって展開された。 (5) そうした
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主張の一部として，第一部本体による師範教育が「偏屈」さや「小さな鋳塑」にはいった人間を

つくることなども脂摘され， 普j通邑教?育奇後の「草込功専i叩:

このような批'1半判iド判何'-1可iリiを受受，けながらも「このj期9剖]の文政審i議議会においては， なお第一部本体論が主

流J<7)を占め， _Lf品の議拘案は認!なされた。しかし， r伝統的な nllîa(~教育に対する批判は， IH:論

の動向の変化もあって，先のl臨時教育会議における情況とは呉った趨勢をぷすに云っていた!(品)

のである。

なお， これに基つ、いて1925(大正14)年， rJljiriむ芋校規れが改JEされ， 予備科!売 i 上と4-: f~1 第一部

の 5年fnlJの実施，及び専攻科(1ヶ年)の設置がなされることになった。これに伴い同年， f:1!imii 

学校教授要 I~l も改正された。

ところで，第一部と第二部の位置づけについての問題は，文;政審議会への日Ilja(~教育に!却する 3

度めの諮拘11寺において再び組上にのせられることになる。

諮~Ú]案は次のようなものであった。

i J. fJili範学校ノ第二部ノ鋒業年限ヲ 2~ドトナスコト

2. 師範学校ニハ文 t'm大l::~ノ認 l司ヲ受ケ第 .m~又ハ第二部ノーヲ置カザ、ルヲ得シムルコト

3. 在ノ旨趣に依りr:，!i範学校ノ学科深紅ヲ改善スルコト」

これは，第二部の修業年限を 1ヶ年延長し，さらに第二部だけの単独設置も認めるというもの

である O 第一部の十IIJ充を I~ll杓とする副次的位置づけにあった従来の第二部を，第一部と同等の，

師範学校の本体としてflIIJ度 i二位置づけるものであった。

この変更は， 1"第二部卒業者の増加にともなって， これに分な rrilli範訓練』を行なうた

めには，第二部の男子の修業年限を現行の 1年から 2年に延長する必要jがあり， 1"また，第二

郎の役'~fIJ を第一部と同等に考える観点からするとき，第-1~!5 と第二部の併置を!足取りとするものの，

し1ずれか一つのみの単独設涯を認めることとしたい」との即山によるものであった。川その背景

には「第ー部における伝統的な師範教育に対する批判という，教員養成の質的問題Jもあったと

いう。(10) 審議の過程では， 1"第一部本体論Jと「第二部本体論」との1mで活発な論戦が展開され

た (11)が，結局のところ諮拘案は可決されている。

この答申の直後， 1931 (1昭和 6)年 1月には， これに基づいて師範学校規程が改正ーされた。こ

こにおいて，仁1:1等教育修了後に位置づく本科第二部は 2ヶ年に延長され，その単独設置も認めら

れることとなり，いよいよ専門学校程度への昇格に向けての基礎が形作られたのである。また，

これに従って何年 3 月，師範学校教授安 I~l も改正された。
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2. 1931 (昭和 6)年「師範学校規程J及び「師範学校教授要目J改正

大iI.Jtrjの改革論議のなかで， 1925 (大正14)年に部範学校規程が改正され，本科第一部を 5年

ftiljとして予備不!を廃止し専攻科を設置するという mlj度改変が行われた。そして文政審議会の審

議を経て， I昭和16年 l月に師範学校規程の改正が行われた。制度上の改正点は， 1本科ハ之ヲ第

一部及第二f5sトス但シ文部大臣ノ認可ヲ受ケ其ノーヲ置カサルコトヲ得J(第 2条)， 1本科第二

部ノ修業年限ハ 2{I~ トス J (第 4条)であるO

ここに，第一部と第二部を同等に師範学校の本体として位置づけ， しかも第二部を単独で設置

することも認めることとなり，その修業年限が 2ヶ年となった。

また，学科については表 1-1 ，表 1-2のように規定された。

また， 1教育J科については「第11条 教育ハ教育ニ関スル一般ノ知識ヲ得シメ特ニ小学校教

育ノf'日論及方法ヲ詳ニシ教育者タルノ精子q1 ヲ養ヒ教育ヲ楽シムノ念、ヲ :l:i~養スルヲ以テ要旨トス教

育ハ心主H学，論出!学，教育学，教授i_b反保育法ノ概説，近iit教育史ノ概要，教育f!JIj)支，学校/経

営及管理!，学校衛生等ヲ授ケ又教育実習ヲ II果スヘシ尚女生徒ニ就テハ便宜保育実習ヲ諜スヘシJ

とされ，①教育にi到する一般的知識(特に小学校教育の理論と方法)，②教育者たる精神，③

「教育を楽しむの念」が中心とされるべきことが規定されている。

表 1 1 ，表 1-2 には，本科第一及び第二部の男子のみに限って，各学科 l~l の~毎の II寺数を

示している。 前五百(本誌第16巻所収)の表 4-1， 4 -2 (1明治40年!l寺)によとして最も顕著な違

いは， 1 i:1~告Ij及び経済j に代わる「公民科」の新設と「増課科目j の設定である O

前者については，同年 1月の文部省主11令第 l号に， 1従来ノ法flilj及経済ハ其ノ教授ガ概シテ法

制及経済ノ専門的知識ヲ授クルニ傾キ実際、生活ニ適切ナラザル嫌アリシニ鑑ミ今回之ヲ j充シ新ニ

公民科ヲ設ケテ立:窓自治ノ国民トシテ必要ナル教養ヲ与フルコトトナセリ j とされ， 1公民的徳

操ノ地i養ニカムベキナリ j とその改変の趣旨が説明されている。

また後者についても，同市11令では 11首謀程科 1=:=11:113 リ適宜数科目ヲ選択シテ生徒ノ性能， i国l沫

ニ応ジ進ミタル程度/学修ヲナサシムルコトトナセノレハ教授ノ効果ヲ一層大ナラシメンコトヲ JtIJ

シタノレカ為ナ 1)Jとされている。 生徒の関心に応じた専修的要素を盛り込むことによって師範教

育の活性化を図ろうとしたあとが窺われるO

各学科目の学年1uのi時数と内容の詳細については師範学校教授要自に規定された。そのうち

「教育」利に関する規程とその「注意j事項を示したものが表 2である。「教育J科で扱われる内

容については，基本的には大きな変化はないように思われる。

-100-



表 1-1 「師範学校規程J(1931年，昭和 6年)に規定された学科課程

(本科第一部の男子のみの場合，第 1号表に基つく)

だ-j己-・ 科 第 i学年 第 2学年 第 3学年 第 4学年 第 5学年
修身 l 2 2 2 8 
公民科 2 2 4 
教育 4 5 11 

基 i国語漢文 6 6 4 4 25 
歴史

16 
本 l地理

英語 4 12 
l 数学 3 14 

科 1 fMl科 18 
実業 2 8 

!3 1 図面 12 手工
音楽 2 2 7 
体操 D 5 5 4 4 23 

|基本科目総H寺数 | 34 34 34 28 28 158 
i童話漢文 「一一 2-4 2-4 12 
歴史 2-4 2-4 12 

増 i地理 2-4 2四4 12 
フ・山1王"五口 2-4 2-4 12 
山主:Z'二A子U 2-4 2-4 12 

諜 i滋11博物 2-4 2-:1 12 
科物理化学 2-4 2-4 12 

科 i実業 2-4 2-4 12 
図面 2-4 2-4 12 
手工 2-4 2-4 12 

|ヨ!音楽 2-1 2-4 12 

l 増ツ課ベ科キ総目時ニ充数 6 6 12 

メ仁〉】、 34 34 34 34 31 170 

(※「教育実習ハ第5学年ニ於テ 8週乃至10週専ラ之ヲ諜スへシJ) 

表 1-2 I師範学校規程J(1931年，昭和 6年〉に規定された学科課程

(本科第二部の男子のみの場合，第 3号表に基づく)

寸一一生4 第 1学年 第 2学年 計
修身
公民科 1 1 2 

き主 教育 6 6 12 
国語漢文 2 2 4 

本
歴史

2 2 4 
地理
数学 ? 2 4 

科 理科 2 2 4 
実業 2 2 4 
図画

2 2 4 
自 手工

音楽 2 2 4 

体操 3 3 6 
基本科目総時数 26 26 52 
[;rn語漢文 2-1 2-4 

歴史 2-4 2-4 

士普 地理 2-4 2-4 
英語 2-4 2-4 

諜
数学 2-4 2-4 

理!博物 2-4 2-4 
科物理化学

科 実業

図面
!手工

ElI 音楽

n
o
i
l
J
 

6

シス諜司
ノ之-フ

M
専過ハU至乃週ハ

6

A
-
a
q
一
n
o

一点A
A

7

ノ

一

一
q
J

し

2

2
一

一

於

一

一

年

l
i
l
i
-
-
下
l

下
学

一

一

R
U

一
一
第

元
数
一
十
ノ

一
二
時
一
一
一
コ
ロ
習

面

総

一

実

一
桝
斗
一
ム
コ
育

一課ベ一

f
教

語
ツ
一
「

一
1

1

1

1

「
ー
※

16 
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昭
和

6
年

)
に

規
定

さ
れ

た
「

教
育
J

科
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3. 教育審議会の論議と 1943 (昭和18)年「師範教育令J改正

昭和初期から10年代にかけて，様々の教育関係団体がslli範教育改革の構恕を提起した。例えば

次のようである。(12J

1931 (昭和 6)"l: 教育研究会「教育制度改革案(試案)J

1932 (1昭和 7)年 教育改革問志会「教育制度改革案」

1933 (Il併118) "j.'-6 月 東洋文化学会「教育制度改革案J

1931 (Il日和 9)ij:: 1月 r:oi範教育制度調査会「師範教育ftjiJ度改正安J}U答申

師範教育制度調査会「師範学校学科i課程」答申

1936 (IlBtIJl1)年

1937 (昭和12)"ド

(文部大 I~~iが諮問)

立憲政友会「教育改革要項」

m!i範教育改善促進述盟 ifii!i範教育改善案」

師範学校長協会「師範学校制度改善案」

若渓会教育調査部「学校系統改善案」

なかでも fj~jfìl~教育制度調査会による答申は，その後の改革案を先導する役割を果たした。それ

は， 1師範学校を専門学校程度に昇格させ，高等師範学校，文理科大学を師範大学とすることを

基本として再編f!iiJを行おうとするものであり，高等小学校との接続のための予科の存民，女子高

等師範学校についての別扱い等において，既存の養成学校を基盤とする汗絡構訟がその基本となっ

ている点」を特質としていた。(1:l)

このような諸論議を踏まえて， 1937 (IIB和12)年12月に設置された教育審議会での審議が行わ

れ，日~i範教育に 1M]して 1938 (11訴1Jl 3) 年 12月に「国民学校，師範学校及幼稚m~1 ニ i知スルドj:J 答申

が1:1:¥された。

この答申では， Isili範教育の改革は， I~I民学校における新時代の大国民の錬成一皇国jえのあ~成

の役割lを担当すべき人物を養成する意図の下になされるものであり， fli1j皮および内容の版本的刷

新として，師範学校を昇絡させるとともに皇国の道の修練のために，学校の全施設を統一し人物

錬成の道場とすることが考えられjC14l ている O また，審議過程で決定された Iniliflii:i教育ニ関スル

要綱J(1938~:1三 11)=1 )は，改革の方針として， 11 師範学校ハ道府県立トシ，国民学校ノ教員ヲ

養成スル所トスルコト J12 師範学校ノ修業年限ハ 3年トシ， I~]等学校卒業程度ヲ以テ入学資

格トスルコトJ13 道府県ハ高等国民学校卒業者ニ対シテモ適当ナル教育施設ヲナシ， riili範学

校入学ノ途ヲ 1~1!jクコト」などを挙げている。(15)

これらをめくっては，以前から検討課題とされてきた専門学校程度昇絡問題及び第出1・第二

部問題として議論されたが， 1その結果，従来の第一部・第二部1Iiljをやめこれを一元化しまた専
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攻科を廃止して修業年限を 3年とし，中学校，高等女学校およびそれらと同程度の実業学校等の

卒業程度の者を入学させ，中等教育の基礎にたって国民学校教員を教育するという制度構想を明

らかに」することとなった。(16)

ここにおいて，第一部よりもむしろ第二部を師範学校の本体としての一元化と年限延長が明維

にされることとなった。ここで高等国民学校卒業者の入学を妨げないための予科を設置したのは，

「中等学校卒業者のみでは必要な適材を得ることがi者難な場合があることj などを理由とするも

のであった。(17)

教育審議会の改革構想:!に対しては，常国教育会調査部(1938( U日平[113J年11月)， Qili範教育改

善促進述 'å~l (1938 ( 11併1]13J年12月)，尚志会(1941(昭和16J年 6月)などから意見・見解が

表明されたが， Imli範学校を道府県立で、はなく国立とすべしという要請は，多くの見解において

一致」していた。例えば師範教育改善促進連盟によれば， I r大国民錬成の叢JUを負ふべきも

のを養成する日ili範教育ーは，彼の軍部に於ける幹部の養成と同伎の主義に立つべきであるj として

その限Fj:1を述べている O(lB) 

こうしたなかで， 1941 (昭和16)年10月に教育審議会は「国民学校教員ノ優遇並ニ師範学校制

度刷新ノ急速実施ニ関スル建議」を出して師範学校制度改革を急速に実行するよう求めている。

これを受けて翌年 l月，次のような「師範学校制度改善要綱jが閣議決定された。

i[主lfí史学校i!illl支実施ニ{~!~ヒ師範学校教育ヲ改善シ皇国ノ道ニ則リテ国民学校教員タルベキ者ノ錬成ヲ為

スノ必要ヲ認メ本日ノ陪議ニ於テ左記ノ通師範学校制度改善要綱ヲ決定セラレタリ

i 師範学校ハ之ヲ官位トシ専門学校程度トスルコト

2 師範学校ニi富良学校高等科鯵了者ノ為ニ予科ヲ置クコト

3 本fljljl支ハH日平D18{1::4月 1E1 ヨ 1) 之ヲ実施スルコトトシ昭和17年度I~J ニ之ガ為必要ナル準備ヲ完了ス

ノレコト J(山

ここに，師範学校をすべて「官立」の「専門学校程度jとすることが決定され，これに沿って，

1943 (1昭和118)年 3年，日ili範教育令が改正され，師範学校規程が制定された。

f:lli範教育令の主要な改正点を示した第 1条~第 5条をあげておこう。

第 i条 師範学校ハ皐i玄!ノ道ニWJリテ国民学校教員タルベキ者ノ錬成ヲ為スヲ以テ目的トス

第 2条師範学校ノ¥官立トス

第 3条 師範学校二男子部及女子部ヲ霞ク但シ土地ノ{情況ニ依リ男子部又ハ女子部ノミヲ霞クコトヲ得

各部二本科及予科ヲ誼ク{日‘ン土地ノ情況ニ依 1)本科ノミヲ置クコトヲ得

第 4条 ;本科ノ修業年1)民ハ 3年トシ予科ノ修業年限ノ、 2年トス

:?;J15条 本科ニ入学スルコトヲ得ル者ノ¥当該学校予科ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之
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ト I~J等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス

本科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ当該学校予科ヲ修了シタノレ者，中学校若ハ高等女学校ヲ卒業シ

タル者又ノ¥文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト i司等以上ノ学力アリト認メラレタノレ者トス

予科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ国民学校高等科ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依 1)

之ト i可等以上ノ学力アリト認メラレタノレ者トス

制度上，師範学校は男子部と女子部をもっ専門学校程度の本科(3ヶ年〉と，初等教育修了者

のための予科(2ヶ年〉を備え， さらに本科卒業者のために研究科(6ヶ月)を謹くこととなっ

た。

師範学校規程は， I留意」されるべき点として次の 6点をあげている。

「第 l条 師範学校ニ於テハ教育ニ関スノレ勅語ノ旨趣ヲ奉体シ師範教育令第 l条ノ本旨ニ基キ左ノ事項

ニ留意シテ生徒ヲ教育スベシ

l 国体ノ本義ヲ Ifl高明シ皇宮ノ使命ヲ自覚セシメ皇国ノ道ノ先達タルノ修練ヲ積ミ至誠尽忠ノ精

事者ニ徹セシムベシ

2 教学ノ本義ヲ体得セシメ身ヲ教職ニ挺シテ国本ニ培ヒ皇諜ヲ翼賛シ奉ルノ信念ヲ極養スベシ

3 学行ヲ一体トシテ心身ヲ修練セシメ国民錬成ノ重キニ任ズルノ徳操識見ヲ謝養シ師表シタル

ノ資質ヲ錬成スベシ

4 学校一体修文練式ニ力ムルノ風ヲ振作シ関達ニシテ質実関IJ健ヲ尚ビ協同ト勤労トヲ重ンズル

ノ気風ヲ作興スベシ

5 教育ヲシテ特ニ国民生活ノ実際ニ適切ナラシムルト共ニ実践体験ニ依ノレ学習ヲ基礎トシテ自

発研究ノ態度ヲ育成スベシ

6 教育内容ノ全体的統一ニ意ヲ用と学校ノ全施設ヲ挙ゲテ人物錬成ノ一途ニ帰セシムベシ」

学科目名及び各学科目の各学年・週毎の時数を示したものが，表 3であるo r教育科」は「教

育Jr心理JI衛生」に分けられ，別に「凡そ12週」の「教育実習jが最終学年に設定されてし喝。

また，他の普通科目と並んで選修教科の中にも「教育科」が設定されている。さらに，基本教科，

選修教科とは別に「修練」という科目が設けられ，予科・本科ともに必修とされた。こうした点

が，以前との比較における主な変化といえよう。
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表 3 r師範学校規程」改正(1943 (昭和18)年〕に規定された学科及び授業時間配当

(第 1号表に基づく)

教科科 目
毎 過 授 業 I!寺 数

第 1学年 第 2学年 分k内昔守 3 学年

|翠
修身公民

2 2 4 8 
哲学

民 国語漢文 4 2 2 8 

不} 歴史
3 2 2 7 

i世直!

教育科
教育 2 2 3 教 7 

基 心盟
3 2 7 

衛生

本
理字数↓ 

数学 2 2 コ円白 5 
物象
生物

5 3 3 11 

教
実科業

農業工業
3 3 3 実 9 

商業水産

科
体練科

教練 2 2 2 6 
体操

J 4 4 4 収 12 
武道

ぺコ1E1三4 
音楽 2 2 2 6 

有色
書道 2 

科
図画

3 3 3 9 
工作

基n寺本数教科ニ充ツベキ 36 30 30 凡ソ 12週 96 

国民科 3-6 3-6 

選 教育科 3司 6 3-6 
理数科 3-6 3-6 

{産 実業科 3-6 3-6 
体錬科 3-6 3-6 

教 芸能科 3-6 3-6 

科
外国語科 3-6 3-6 

選ベ修キ教11寺科数ニ充ツ 6 6 12 

{彦 練 4 4 4 12 
毎週授業総11寺数 40 40 40 |凡ソ 12週| 120 

「教育科」及び「教育実習J， i修練Jの「要旨jについては次のように規定されている。

第 5条 教育科ハ国体ニ淵源スル我ガ国教育ノ本義ヲ闘明シ国民教育ノ要諦ト共ニ児童及青年ノ身体的

精神的発達及保健衛生ニ付テ習得セシメ教育実践ノ根底ニ培ヒ教育者タルノ資質ヲ錬成スルヲ

以テ要旨トス

教育科ハ之ヲ分チテ教育，心理及衛生ノ科目トス

第12条 教育実習ハ教育実践ヲ通ジテ国民錬成ノ真義ト其ノ方法トヲ習得セシメ siji道ヲ!盟i明シ挺身奉公

ノ信念ニi音ヒ教育者タルノ資質ヲ錬成スノレヲ以テ要旨トス

第15条 本科及予科ノ生徒ニハ教科ト共ニ修練ヲ必修セシム

{彦事Rハ行的修練ヲ中心トシテ教育ヲ実践的総合的ニ発展セシメ教科ト併セ一体トシテ尽忠報国

ノ精神ヲ昂揚シ教青者タルノ資質ヲ錬成スルヲ以テ要旨トス

ハh
u

ハ
υ



修練ハ日常行フ{彦事U，毎週定時一二十Jフ修練法学年qJ11迫!!寺ニfJ:フ{彦F練トス

実業科農業ヲ置カザル学校ニ於テハ毎週定時二行フ修練ニ於テj農耕的FJ外作業ヲ必修セシム

ここでは「教育科」の内容として，①「国体ニ出liJ/if(スル我ガl調教育ノ本義Jをi切らかにするこ

と，②「留民教脊ノ要諦J，児童・青年の身体的精神的発達，保健衛生についての習得，③教育

者たる資質の錬成，が中心とされるべきことが規定されているO

こうした規定と併せて，師範学校の教科書の国定化も規定された(第24条)。

なお，各学科目の詳細な内容については， 1943 (昭和18)年 4月，師範学校教科教授及修練指

導要iヨにおいて規定されることとなった。

このような教育内容については「人物錬成を包的とした教科内容の全一的統合の観点から，と

くに基本教科の教育が重視され，その実践経験として教育実習が重視されているJ201 と指摘され

るように，学科課程に関する諸規定を通jまするのは，皇国民錬成のための主柱である国民学校で

教授するという重責を担うべき人物を「錬成jするという観点で-ある。そこでは，教育者精子11Iの

泌養とそのための f心身の鯵練」が中心に置かれているように思われる。

新しい師範教育令に基づ、き， I昭和18年度において!日fljlJ皮下の103校の師範学校が統合され， 56 

校の新lIi1j師範学校が誕生した (21)が， 1改訂師範教育令による師範学校の昇格は，戦時下体制にお

いて制度的にみても内容的にみても，教員の資質を向上させるための実質的な効果をあげること

はできなjいまま， 11945年 3月の「決戦教育措置要綱』および同年 5年の刊誌11寺教育令』によっ

て，教育機関としての機能を停止」するに至った。 (22)

4. おわりに

前稿及び本稿は，近代教育史について未熟な知識しかもちあわせていない筆者が， (lili範学校の

ililj度及び教育内容の変遷過程を， ごく一部の先行研究を拠り所にして整出したものである。また，

ここに整理した「変遷過程j は，中央政府による政策， とりわけ師範学校制度とその教育内容の

変遷に比較的大きな影響を及ぼした動きを中心に捉えたにすぎなし 1。府県レベルの諸規税や各師

範学校レベルの実態は一切フォローしておらず，第 1次資料の収集を行っているわけでもな L、。

その意味でこれは，筆者なりのごく限られた学習の成果であり， 1歴史研究jではない。(叩

そもそも筆者が師範学校の制度と教育内容の歴史的変遷過程を整理しようとしたのは，戦後教

育改革における教員養成制度をめぐる諸論議をより的確に理解したいと考えたことによる。 戦後

の教員養成を方向づける基礎となった教育刷新委員会をはじめとする諸論議の前提には，紛れも

なく師範学校制度とその歴史があった。そして，種々の葛藤と妥協の産物としてではあったが，

そこで産み出された原則一「大学におけるJと「開放制」ーは I切らかにli抗日からの「非述

続」を意味していた。 (24) しかしながら，その後の教員養成をめぐる実態は「非連続」を容易には
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許さなかった。 戦後の教員養成の歴史は， この原則・理念と実態との N~J で常に揺れ動いてきた。

今日においてもそれはあてはまるといえよう。

「師範学校制度は総体として惑であった。その総体を否定したのがこれらの原則だJとの見万

もあり得る。だが，現実の教員養成制度の展開および今日の実態のなかに，教員養成目的大学が

存在し，養成カリキュラムにおける国家基準強化がある以上， I師範学校二総体として悪Jとい

う単純な処出!の仕方は，現在の教員養成のあり方を r~5J ううえであまり意味をなさないように思わ

れる。 戦後打ち消そうとされたものは，師範学校のなかの何であったのか，そして新たに創造し

ようとしたものはいったい何であったのか， このことを冷静に正視し，問い直すことが，必要な

のではないだろうか。

これは， これまで自覚的にそれを行ってこなかった筆者が， I大学でどのような教員養成をす

ればよいのか」という実践的問題に直面しての， tヨ分自身の課題である。本「研究ノート」は，

そのための単なる足がかりにすぎない。

〔注〕

( 1 )以下，同審議会の答申の引用文は，海後宗臣編， r臨時教育会議の研究J，東京大学出版会， 1960年，

による。

( 2 )海後宗i主編，注(1)， 612~613頁

( 3 )阿部彰著， r文政審議会の研究j，風間書房， 1970年， 114~ 145頁

( 1 )文部省， r学f!iIJI~I:q二史j，帝国地方行政学会， 1972年， 500~503頁

( 5) I主!立教育研究所編， r日本近代教育百年史』第5巻，文HJ3堂， 1974年， 614~616真

( 6 )国立教育研究所編，注(5)， 615~616頁

(7) IJ~I立教育研究所編，注(5) ， 617頁

( 8 )国立教育研究所編，注(5)，617頁

( 9 )国立教育研究所編，注(5)， 620~621 頁

(10)国立教育研究所編，注(5)， 621頁

(11 )阿部彰著，注(3)， 189~ 195頁を参照。

(12)国立教育研究所編，注(5)， 626~629頁

(13)自立教育研究所編，注(5)， 629貰

(14)国立教育研究所編，注(5)， 1329頁

(15)文部省， 主主(4)， 595----596頁

(16)国立教育研究所編，注(5)， 1330頁

(17)国立教育研究所編，注(5)， 1331頁

なかでも，第一部を廃止して第二部のみとする構想に対し，当時の東京女子師範学校長下村寿ーが提起

した次のような問題点は，戦後の教届IJ委で交わされた教員養成改革論議での論点にも共通性をもつもの
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であったと思われる。

(1) 一一定数の所謂教師予備軍をつくることにおいて図る問題が起ること一世の中の景気変動によって

必要な第二部生の数が得られぬ場合が生ずる。

(2) 高等学校，実業専門学校の落伍者ばかりが増大する危濯があること

(3) 陸軍の幼年学校のように一時縮小の傾向にあったものが今日では拡張するという時代の趨勢から考

えて，早い時期jからの軍人精神の極養が大切なように，自民学校(小学校)教育者の養成においては

教育騎神の緬養が最も大切であり，修業年限 2年の第二部のみではこのことが困難であること(問書，

同頁)

(18)国立教育研究所編，注(5)， 1339頁

(19)石)11謙代表， r近代日本教育制度史料』第 5巻，講談社， 1956年， 574~575頁

(20)国立教育研究所編，注(5)，1369頁

(21)国立教育研究所編，注(5)， 1355~ 1362頁

(22)国立教育研究所編，注(5)， 1383頁

(23)師範学校の歴史については，最近まとまった研究が発表されている。例えば，

-水j京克敏著『近代日本教員養成史研究一教育者精神主義の{確立過程一一J(風間書房， 1990年)

・三好信浩著『日本師範教育史の構造一一地域実態史からの解析--J(東洋館， 1991年〉

・逸見勝亮著『師範学校告IH支史研究一一15年戦争下の教師教育 J (北海道大学図書刊行会， 1991年)

などである。これら各々について立ち入った考察を進めるほどの学習・研究の蓄積は，残念ながら筆者

には具わっていない。だが，三氏それぞれの視角，とりわけ「戦後における師範教育全体の断罪」に疑

問の自を向ける三好氏の視角は，興味深い。

(24)筆者は先に，教育刷新委員会における議論の過程を， 1"大学における養成j と「開放制」の 2原HlJの

観点から整理している。これについては， 日本教育行政学会第25回大会での共同研究発表「教師養成教

育と教育学教育の連続性に関する研究(その 2)一一新制大学発足時における『教育学部J構想、の形成・

展開過程①一一J(1990年10月5日，上越教育大学)の発表資料を参照されたい。

付記:Hij稿(本誌第]6巻)と本稿は， 日本教育行政学会第25回大会での共同研究発表「教師養成教育と教育

学教育の連続性に関する研究(その 2)-新制大学発足時における『教育学部』構想の形成・震関過

程①一一-J (1990年同月 5日，上越教育大学〉の配布資料 i資料編」の一部を加筆・修正したもので，

戦後教育刷新委員会における教員養成制度改革論議を整理・考察するにあたっての前提的基礎作業とし

て位置づくものである。なお，開発表の一部は，北神正行・榊掠禎宏「新首ilJ大学発足時における f教育

学部』構想、の展開一-5大学を事例として一一Jr教育行財政研究J第18号(関西教育行政学会)， 1991 

年 4月， pp.1-16，として公刊されているので併せて参照されたい。
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